
不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果の成績評価に係る法令改正について

⚫ 学校に通うことができなくとも、教育支援センターや民間団体等の学校外の機関や自宅等で学習を続けている不登校児童生徒の努力を評価し、社
会的自立を後押しすることは重要であり、これまでも、「不登校児童生徒への支援の在り方について」（令和元年10月初等中等教育局長通知）に
おいて、我が国の義務教育制度を前提としつつ、一定の要件を満たす場合に、不登校児童生徒が学校外の機関や自宅等で行う学習の成果を成績に
反映できることとしてきた。

⚫ 近年の不登校児童生徒の急増を受け、「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策（COCOLOプラン）」（令和５年３月）において教
育支援センターや自宅等での学習が成績に反映されるようにすることが明記され、「経済財政運営と改革の基本方針2023」（令和５年６月閣議
決定）においても、教室外の学習成果の成績反映を促すための法令上の措置を行うこととされていることを踏まえ、不登校児童生徒の努力の成果
の適切な評価を促進し、誰一人取り残されない学びの充実を一層推進するため、令和元年の通知の内容を法令上明確化するもの。

学校教育法施行規則の一部改正
義務教育段階の不登校児童生徒について成績評価を行うにあたっては、文
部科学大臣が定める要件の下で、不登校児童生徒が欠席中に行った学習の
成果を考慮することができることを法令上に規定

学習の計画・内容が、不登校児童生徒の在学する学校の教育課程に照ら
し適切と認められること。

学校と不登校児童生徒の保護者、教育支援センター、民間団体等との間
に十分な連携協力関係が保たれるとともに、学校において、学習活動の
状況等の当該不登校児童生徒の状況を保護者等を通じて定期的かつ継続
的に把握していること。

学校が、訪問による対面指導等により、学習活動の状況等の不登校児童
生徒の状況を定期的かつ継続的に把握するとともに、不登校児童生徒と
学校との適切な関わりを維持するよう留意していること。

⚫ 1人１台端末を活用して、教育支援センター等から学校の授業にオン
ラインで参加している不登校児童生徒の学習成果を成績に反映

⚫ 学校から届いたプリントや実技教科の作成キット等を自宅や教育支援
センターで学習し、その成果を成績に反映

⚫ フリースクールに対して、定期的に不登校児童生徒の状況をまとめた
報告書を学校に提出するように依頼し、学校とフリースクールが直接
連絡を取れる体制を整備したうえで、フリースクールで学校の課題や
定期テスト等の適切な教材に取り組んでいる不登校児童生徒について
、その学習成果を成績に反映

⚫ 民間のeラーニング教材を活用して学習を行っている不登校児童生徒
について、教育支援センターの職員が保護者と連携しつつ、学習状況
等を把握し、学校に情報共有することで、その学習成果を成績に反映
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